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告 示

茨城県告示第436号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第49条 (同法第55条において準用する場合を含む｡) の規定による医療機関及

び施術機関について, 次のとおり指定, 廃止及び変更したので, 同法第55条の２の規定に基づき告示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

………………………………………

茨 城 県 報 第 1761 号 平成18年４月３日 (月曜日)2

コ ー ド
所 在 地 診療科目等 開 設 者

指定等
区分

名 称 年月日

0410886
友愛記念病院 古河市関戸726

内科・外科・整形外
科・消化器科・眼科
・耳鼻科・小児科・
脳外科・放射線科

茨城県民生活協
同組合

平成18年
１月31日 廃止

0411280
友愛記念病院 古河市東牛谷707

消化器科・内科・循
環器科・呼吸器科・
外科・肛門科・眼科
・小児科・整形外科

茨城県民生活協
同組合

平成18年
２月１日 指定

7230093
井川歯科医院 鉾田市紅葉64－２ 歯科 井川 渉 平成17年

11月12日 廃止

7230242
井川歯科医院 鉾田市紅葉64－２ 歯科 井川 康子 平成17年

11月13日 指定

0830634
片岡歯科医院 龍ヶ崎市川原代町1001－７ 歯科 片岡 保夫 平成17年

12月28日 廃止

0830790
片岡歯科医院 龍ヶ崎市川原代町1001－７ 歯科 片岡 愛 平成18年

１月１日 指定

628
照山接骨院 鉾田市台濁沢157 柔道整復 照山 三夫 平成18年

３月２日 廃止

796
照山接骨院 鉾田市汲上1293 柔道整復 照山 三夫 平成18年

３月３日 指定

0440630
さくら薬局古河店 古河市関戸727－８ 調剤 クラフト株式会

社
平成18年
１月31日 廃止

0440960
さくら薬局古河店 古河市東牛谷520－４ 調剤 クラフト株式会

社
平成18年
２月１日 指定

0440770
みどり調剤薬局 古河市関戸729－16 調剤 有限会社ティア

ンドアイ
平成18年
１月31日 廃止

0440952
みどり薬局 古河市東牛谷825－３ 調剤 有限会社ティア

ンドアイ
平成18年
２月１日 指定

1240260
うさぎ薬局 常陸太田市木崎二町2005－１ 調剤 有限会社うさぎ

薬局
平成18年
１月31日 廃止

1240302
うさぎ薬局 常陸太田市木崎二町2005－３ 調剤 有限会社うさぎ

薬局
平成18年
２月１日 指定

0142590
七福薬局 平須店 水戸市平須町２－154 調剤

株式会社レジェ
ンドプロモーシ
ョン

平成18年
２月27日 指定



茨城県告示第437号

児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第21条の17の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第21条の23の規

定により告示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第438号

身体障害者福祉法 (昭和24年法律第283号) 第17条の17の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第17条の

23の規定により告示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 1761 号 平成18年４月３日 (月曜日) 3

コ ー ド
所 在 地 診療科目等 開 設 者

指定等
区分

名 称 年月日

2440224
のぎさき薬局 守谷市野木崎520－４ 調剤 齋藤 みゆき 平成18年

２月28日 指定

0740369
結城中央薬局 結城市結城9628－４ 調剤

株式会社協和ホ
スピタルサービ
ス

平成18年
２月27日 指定

2430102
松ケ丘歯科口腔外科医院 守谷市松ケ丘１－５－10 歯科・小児歯科・矯

正歯科 �橋 達夫 平成18年
３月１日 変更

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の
名 称

事業者の主たる
事務所の所在地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

08000300558113 ツクイ ひたちな
か

ひたちなか市高場
315－１

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

児童居宅介
護等事業

08000300557115 ツクイ 取手井野 取手市井野２－６
－29

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

児童居宅介
護等事業

08000300556117 総合福祉ツクイ水戸
水戸市栄町２－７
－８飯村第３ビル
１階

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

児童居宅介
護等事業

08000300555119 総合福祉ツクイ水戸千波
水戸市千波町2049
－２

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

児童居宅介
護等事業

08000300554112 あんしん介護サービス
水戸市元吉田町
2710－５

株式会社
SJS

水戸市元吉田町
2710－１

平成18年
３月27日

児童居宅介
護等事業

08000300550128
知的障害児デイサ
ービス キッズハ
ウス トイロの虹

那珂市横堀1467－
１

有限会社ペ
ニーラック

ひたちなか市笹野
町１－２－４

平成18年
３月27日

児童デイサ
ービス事業

08000300553122 児童デイ・こころ 高萩市有明町三丁
目15番地

特定非営利
活動法人
生活支援ネ
ットワーク
・介護セブ
ン

高萩市有明町三丁
目15番地

平成18年
３月27日

児童デイサ
ービス事業



茨城県告示第439号

知的障害者福祉法 (昭和35年法律第37号) 第15条の17の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第15条の23

の規定により告示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第440号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

茨 城 県 報 第 1761 号 平成18年４月３日 (月曜日)4

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の
名 称

事業者の主たる
事務所の所在地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

08000100558115 ツクイ ひたちな
か

ひたちなか市高場
315－１

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

身体障害者
居宅介護等
事業

08000100557117 ツクイ 取手井野 取手市井野２－６
－29

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

身体障害者
居宅介護等
事業

08000100556119 総合福祉ツクイ水戸
水戸市栄町２－７
－８飯村第３ビル
１階

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

身体障害者
居宅介護等
事業

08000100555111 総合福祉ツクイ水戸千波
水戸市千波町2049
－２

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

身体障害者
居宅介護等
事業

08000100554114 あんしん介護サービス
水戸市元吉田町
2710－５

株式会社
SJS

水戸市元吉田町
2710－１

平成18年
３月27日

身体障害者
居宅介護等
事業

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の
名 称

事業者の主たる
事務所の所在地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

08000200550129 ぽらん・さぽーと沼崎
つくば市沼崎字学
園西1402－２

特定非営利
活動法人
ポランのひ
ろば

つくば市長高野字
須賀1143番地16

平成18年
３月27日

知的障害者
デイサービ
ス事業

08000200558114 ツクイ ひたちな
か

ひたちなか市高場
315－１

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

知的障害者
居宅介護等
事業

08000200557116 ツクイ 取手井野 取手市井野２－６
－29

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

知的障害者
居宅介護等
事業

08000200556118 総合福祉ツクイ水戸
水戸市栄町２－７
－８飯村第３ビル
１階

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

知的障害者
居宅介護等
事業

08000200555110 総合福祉 ツクイ
水戸千波

水戸市千波町2049
－２

株式会社
ツクイ

神奈川県港南区上
大岡西一丁目６番
１号

平成18年
３月27日

知的障害者
居宅介護等
事業

08000200552141 グループホーム森の家
つくば市臼井1623
番地18

特定非営利
活動法人
自然生クラ
ブ

つくば市臼井1643 平成18年３月27日
知的障害者
地域生活援
助事業

08000200554113 あんしん介護サービス
水戸市元吉田町
2710－５

株式会社
SJS

水戸市元吉田町
2710－１

平成18年
３月27日

知的障害者
居宅介護等
事業

08000200551127
取手市立障害者福
祉センターふじし
ろ

取手市藤代730－１ 取手市 取手市大字寺田
5139

平成18年
３月27日

知的障害者
デイサービ
ス事業



その関係図面は, 平成18年４月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 笠間つくば線

３ 道路の区域

茨城県告示第441号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成18年４月３日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 常陸太田大子線

２ 供用開始の区間 久慈郡大子町大字大生瀬字桃田819番３から

久慈郡大子町大字大生瀬字桃田815番２まで

３ 供用開始の期日 平成18年４月３日

茨城県告示第442号

車両制限令 (昭和36年政令第265号) 第３条第１項２号イの規定に基づき, 通行する車両の総重量の最高限度が,

車両の長さ及び軸重に応じ最高25トンである道路を次のとおり指定する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

茨 城 県 報 第 1761 号 平成18年４月３日 (月曜日) 5

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

笠間市下市毛字竹ノ内715番３から

笠間市下市毛字大谷津1150番まで 旧
最大 13.1

最小 7.6
360

新
最大 25.2

最小 7.6
360 現 道 拡 幅

路 線 名 区 間

一般国道125号
稲敷郡阿見町大字阿見字宮内3055番１地先から

土浦市大字右籾字大塚1479番２まで

一般国道354号
坂東市猫実字宮沼1039番地先から

常総市豊岡町古新田2273番地先まで

県道 つくば野田線

(３)

常総市菅生町字下沼5350番２地先から

常総市菅生町字大波1325番１地先まで

県道 結城野田線

(17)

結城市大字結城字五本木10614番１地先から

結城市大字結城字公連9836番１地先まで



２ 指定する期日 平成18年４月６日

茨城県告示第443号

車両制限令 (昭和36年政令第265号) 第３条第１項第３号の規定に基づき, 通行する車両の高さの最高限度が4.1メー

トルである道路を下記のとおり指定し, 併せて, 同令第10条第１項の規定に基づき, 当該道路を通行する高さが3.8

メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のように指定する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり

２ 指定する期日

平成18年４月６日

茨 城 県 報 第 1761 号 平成18年４月３日 (月曜日)6

路 線 名 区 間

県道 筑西三和線

(23)

筑西市舟生字上木有戸109番６地先から

筑西市関本下字通神758番２地先まで

県道 境間々田線

(190)

猿島郡境町塚崎字六軒前1148番２地先から

猿島郡境町塚崎字前原3525番６地先まで

路 線 名 区 間

一般国道354号
つくばみらい市箕輪字箕輪292番地先から

つくばみらい市台字二本松622番１地先まで

一般国道408号
つくば市小野崎字千駄苅294番２地先から

つくば市大曽根字吾妻3356番１地先まで

県道 つくば野田線

(３)

つくばみらい市古川字住来附５番１地先から

つくばみらい市小絹字東中宿708番１地先まで

県道 取手つくば線

(19)

つくば市大曽根字吾妻3356番１地先から

つくば市若森字吹上168番２地先まで

県道 結城坂東線

(20)

結城郡八千代町大字菅谷字宿南608番３地先から

常総市大宇佐平太字新田155番１地先まで

県道 つくば千代田線

(53)

つくば市若森字吹上168番２地先から

つくば市小田字信縄1878番13地先まで

県道 常陸那珂港山方線

(62)

ひたちなか市阿字ヶ浦字千駄切552番11地先から

ひたちなか市阿字ヶ浦字千駄切552番11地先まで

県道 常総取手線

(130)

つくばみらい市箕輪字箕輪292番地先から

つくばみらい市古川字住来附５番１地先まで

県道 島名福岡線

(220)

つくばみらい市台字二本松622番１地先から

つくば市真瀬字西原1256番１地先まで

県道 須賀北埠頭線

(238)

鹿嶋市大船津2555番地先から

鹿嶋市谷原454番１地先まで



茨城県告示第444号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (昭和44年法律第57号) 第３条第１項の規定に基づき, 次の区域を

急傾斜地崩壊危険区域に指定する｡

なお, その関係図書は, 茨城県土木部河川課 (ダム砂防室) 及び茨城県竜ヶ崎土木事務所において縦覧に供する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 区域の名称

大宿地区 急傾斜地崩壊危険区域

２ 土地の範囲

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から２号を結んだ線, 及び標柱２号から稲敷市道 (江) 1287号線及び市

道 (江) 1289号線の南側境界線に沿って標柱４号までを結んだ線, 及び標柱４号から標柱６号までを結んだ線, 及

び標柱６号から稲敷市道 (江) 1289号線の東側境界線に沿って標柱７号までを結んだ線, 及び標柱７号から標柱13

号までを順次右廻りに結んだ線, 及び標柱13号から標柱１号を結んだ線に囲まれた区域｡

茨城県告示第445号

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第63条第１項の規定により次の事業計画の変更を認可したので, 同法第63条

第２項で準用する同法第62条第１項の規定により告示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌
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市郡名 町村名 大字名 字名 地 番 標柱番号 備 考

稲敷市 江戸崎 狸崎 乙523
甲3837－１ ① 境界線上の点

〃 〃 〃
乙527

甲3837－１
市道(江)1287号線

② 各々の交点

〃 〃 〃
乙527

市道(江)1287号線
市道(江)1289号線

③ 各々の交点

〃 〃 〃 乙525
市道(江)1289号線 ④ 境界線上の点

〃 〃 〃 乙525 ⑤

〃 〃 〃
乙521－１
乙525

市道(江)1289号線
⑥ 各々の交点

〃 〃 〃
乙521－２
乙521－４
乙524－１

市道(江)1289号線
⑦ 各々の交点

〃 〃 狸崎
道上沖

乙521－２
甲3834－２ ⑧ 境界線上の点

〃 〃 道上沖 甲3834－２ ⑨

〃 〃 〃 甲3745－４ ⑩

〃 〃 狸崎 乙522－１ ⑪

〃 〃 〃 乙523 ⑫

〃 〃 〃 乙523 ⑬



１ 施行者の名称

結城市

２ 都市計画事業の種類及び名称

平成13年茨城県告示第948号

下館・結城都市計画道路事業

３・４・15号 根本原・本田線

３ 事業施行期間

平成13年８月30日から

平成19年３月31日まで

４ 事業地

収用の部分

変更なし

茨城県告示第446号

茨城県証紙条例 (昭和39年茨城県条例第25号) 第５条第２項の規定により, 次の者を茨城県収入証紙の売りさばき

人に指定した｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 指定年月日 平成18年３月24日

２ 売りさばき人の住所及び氏名 (所在地, 名称及び代表者氏名)

つくば市東一丁目１番地１

産業技術総合研究所生活協同組合

理事長 山 口 幸 夫

茨城県告示第447号

平成５年３月31日茨城県告示第404号で告示した茨城県財務規則 (平成５年茨城県規則第15号) 第274条の規定によ

り定める帳票の様式の一部を次のように改正する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

様式第90号 (裏面) ３中 ｢受領印が必要となりますので, 領収欄に捺印をするか, 又は｣ を ｢現金を受領する際や

記載内容に誤り等があった場合, 捺印が必要となりますので,｣ に改め, ｢現金を受領する際｣ を削る｡

様式第99号中 ｢伺額｣ を ｢伺額 (予定価格)｣ に改める｡

付 則

この告示は, 公布の日から施行する｡

茨城県告示第448号

平成17年12月22日付けで認可申請のあった農業生産基盤整備事業 (かんがい排水) 塩崎塙田地区については, 土地

改良法 (昭和24年法律第195号) 第48条第１項の規定により, 平成18年3月20日に認可した｡

なお, 同法第48条第１項の認可のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に, 茨城県を被告として土

地改良事業計画の認可の取り消しの訴えを提起することができる｡
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平成18年４月３日

茨城県水戸土地改良事務所長 海 老 沢 正 巳

茨城県告示第449号

平成17年12月22日付けで認可申請のあった農業生産基盤整備事業 (かんがい排水) 下大野関田地区については, 土

地改良法 (昭和24年法律第195号) 第48条第１項の規定により, 平成18年３月20日に認可した｡

なお, 同法第48条第１項の認可のあったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に, 茨城県を被告として土

地改良事業計画の認可の取り消しの訴えを提起することができる｡

平成18年４月３日

茨城県水戸土地改良事務所長 海 老 沢 正 巳

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会告示第４号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第1222号) 第38条第１項の規定に基づき少年指

導委員を委嘱したので, 少年指導委員規則 (昭和60年国家公安委員会規則２号) 第２条第２項の規定により次のとお

り告示する｡

平成18年４月３日

茨城県公安委員会委員長 鈴 木 明 夫
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氏 名 住 所 活 動 区 域

浅 野 茂

旭 実 正

有 川 秀 男

石 川 敬 子

井 上 正 明

植 木 登久子

大 森 ますみ

栗 原 武 敏

黒 澤 毅 一

黒 澤 哲 夫

黒 澤 秀 昭

小 林 一 郎

小 林 令 子

高 野 俊 幸

日 渡 寛 治

吉 野 由 昭

大 滝 龍 夫

川 上 敏 子

小松崎 清 寿

鈴 木 照 子

水戸市栄町１－６－17

水戸市栄町１－11－27

水戸市酒門町4225－７

水戸市元吉田町376－12

水戸市白梅２－７－30 101号室

水戸市加倉井町909

水戸市河和田３－2373－２

水戸市赤塚１－2055－２

水戸市有賀町744－２

水戸市栗崎町1676－22

水戸市泉町３－４－31

水戸市笠原町1251－12

水戸市下国井町3210

水戸市大工町１－５－22

水戸市本町１－８－８

水戸市千波町97－７

東茨城郡茨城町大戸3317－17

東茨城郡茨城町海老沢133

東茨城郡茨城町木部962

東茨城郡茨城町野曽848－５

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

冰戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内
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氏 名 住 所 活 動 区 域

齋 藤 仁

塙 万 治

吉 田 卓 史

小 林 榮 祥

渋 佐 京 子

関 美 江

萩野谷 建 夫

木 村 アヤ子

森 田 勝 一

寺 門 茂

新 開 賢 治

海 野 肇

加 藤 友 也

権 瓶 宏

西 野 知 行

安 治 壽

後 藤 のりこ

堀 内 登志子

松 本 正 雄

三 浦 みち子

加 藤 正 毅

佐々木 薫

清 水 正 亜

堀 口 友 子

長 山 順 子

伊 村 和 子

小 薗 修

田 尻 求 士

石 井 良 二

久保田 央

石 井 紘 子

岩 間 宏 井

大 江 日出雄

大 場 進 一

大 村 晴 美

小 野 裕 二

日 下 房 子

小 島 みどり

東茨城郡大洗町磯浜町2579－27

東茨城郡大洗町大貫町256－474

東茨城郡大洗町成田町4377

笠間市笠間323－２

笠間市鯉淵6514－15

笠間市旭町80－95

笠間市小原3296

東茨城郡城里町那珂西2704－15

東茨城郡城里町北方2029

ひたちなか市平磯町1305－１

ひたちなか市和田町１－８－14

ひたちなか市大平１－22－１

ひたちなか市馬渡318－２

ひたちなか市大平３－16－８

ひだちなか市高場545

ひたちなか市佐和1321－２

那珂郡東海村船場623－３

那珂郡東海村須和間679－117

那珂郡東海村須和間1166－７

那珂郡東海村石神内宿2246－７

那珂市横堀1739

那珂市瓜連1444－３

那珂市横堀1769

那珂市瓜連572－３

常陸大宮市下小瀬36－１

常陸太田市東二町2254－４

常陸太田市花房町2404

常陸太田市国安町768

久慈郡大子町池田1437

久慈郡大子町大子806

日立市西成沢町３－６－６

日立市久慈町３－９－10

日立市東金沢町４－15－６

日立市川尻町１－19－１

日立市南高野町３－３－７

日立市弁天町２－18－７

日立市田尻町３－21－３

日立市宮田町３－10－４

水戸警察署管内

水戸警察署管内

水戸警察署管内

笠間警察署管内

笠間警察署管内

笠間警察署管内

笠間警察署管内

笠間警察署管内

笠間警察署管内

ひたちなか東警察署管内

ひたちなか東警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

ひたちなか西警察署管内

那珂警察署管内

那珂警察署管内

那珂警察署管内

那珂警察署管内

大宮警察署管内

太田警察署管内

太田警察署管内

太田警察署管内

大子警察署管内

大子警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内
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氏 名 住 所 活 動 区 域

小 林 敬 造

佐 藤 恭 子

白 土 照 男

須 郷 昭

鈴 木 茂 弘

高 原 玲 子

中 村 昭 良

保 科 光 義

三 浦 美和子

皆 川 光 代

吉 澤 孝 夫

高 野 英 雄

堀 田 キミ子

小 堀 孝 雄

小 松 昭 平

細 金 裕

大 川 久 子

橋 本 喜 美

加 藤 静 雄

作 田 正 彦

長谷川 博 之

吉 原 光 子

深 澤 政 司

福 原 隆

岡 部 弘

南 部 節 子

野 村 悦 伸

山 崎 浦

板 倉 香

小 竹 伸 子

中 島 安 男

柳 町 久 夫

井 深 はるよ

岩 瀬 広 司

菊 地 喜 三

木 村 好 枝

来 栖 利 枝

佐 野 道 夫

日立市川尻町１－32－１

日立市小木津町４－39－４

日立市桜川町３－４－19

日立市中丸町１－27－３

日立市河原子町３－８－８

日立市川尻町７－21－２

日立市十王町友部東４－１－３

日立市高鈴町５－25－７

日立市みかの原町２－23－２

日立市若葉町１－14－４

日立市諏訪町４－１－13

高萩市安良川755－12

高萩市下手綱1057－１

北茨城市磯原町本町４－１－５

北茨城市関南町里根川６－８

北茨城市磯原町豊田２－63

鹿嶋市神向寺359－１

鹿嶋市長栖2288－92

神栖市大野原５－２－52

神栖市大野原２－16－29 作田コーポＣ－５

神栖市矢田部5038

神栖市太田258－10

潮来市廷方5326

潮来市潮来745

行方市両宿35－１

龍ケ崎市長山５－14－11

龍ケ崎市藤ケ丘５－12－７

龍ケ崎市入地町71－２

牛久市中根町338

牛久市南７－５－23

牛久市南１－23－10

稲敷市下太田1778

土浦市若松町６－１

土浦市神立中央３－３－15

土浦市下高津２－11－３

土浦市荒川沖494－７

土浦市藤沢694－２

土浦市宍塚1659－３

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

日立警察署管内

高萩警察署管内

高萩警察署管内

高萩警察署管内

高萩警察署管内

高萩警察署管内

鹿嶋警察署管内

鹿嶋警察署管内

鹿嶋警察署管内

鹿嶋警察署管内

鹿嶋警察署管内

鹿嶋警察署管内

行方警察署管内

行方警察署管内

行方警察署管内

竜ケ埼警察署管内

竜ケ埼警察署管内

竜ケ埼警察署管内

牛久警察署管内

牛久警察署管内

牛久警察署管内

稲敷警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内
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氏 名 住 所 活 動 区 域

鈴 木 幸 子

羽 方 寿

谷田部 孝 生

横 山 和 裕

土 屋 雄

岩 田 忠

中 島 三枝子

植 田 昌 孝

栗 原 利 一

中 根 良 巳

成 島 俊 策

成 島 信 之

根 本 健 一

宮 本 孝 男

木 田 和 雄

小 林 正 氣

石 川 誠 人

稲 見 信 夫

岩 岡 靖 夫

浦 井 裕 章

大 森 一 夫

笹 木 勝

森 寛 昭

森 井 優 市

二 平 眞 一

又 村 元 彦

河 田 善 言

中 田 トミ子

稲 葉 克 徳

栗 原 亨

初 沢 政 美

石 塚 久 子

江 連 和 彦

須 田 昭 二

関 口 勝 美

千 野 廣太郎

永 岡 勇

前 田 勝之進

土浦市並木３－２－41

土浦市真鍋５－５－２

土浦市小松３－２－19

土浦市大岩田2821－３

かすみがうら市宍倉6087－１

石岡市大増57－６

石岡市北根本425

小美玉市堅倉752

小美玉市竹原下郷102－14

つくば市上横場2313－１

つくば市中内283

つくば市大井1576－２

つくば市吉瀬1217－１

つくば市栗原1567

つくば市吉沼639

つくば市北条918

筑西市茂田1560

筑西市野453

筑西市関館298－２

筑西市小栗2657－17

筑西市樋口359－４

筑西市辻1585

筑西市関本上1888

筑西市門井1124－３

桜川市友部1012－１

桜川市西飯岡396－６

結城市結城8687

結城市結城9603－３

常総市水海道諏訪町2797－１

つくばみらい市山王新田440

つくばみらい市小絹171－13

古河市緑町６－９

古河市山田683－３

古河市錦町６－14

古河市関戸1244

古河市駒羽根641

古河市新久田205－19

古河市上辺見2574

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

土浦警察署管内

石岡警察署管内

石岡警察署管内

石岡警察署管内

石岡警察署管内

つくば中央警察署管内

つくば中央警察署管内

つくば中央警察署管内

つくば中央警察署管内

つくば中央警察署管内

つくば北警察署管内

つくば北警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

筑西警察署管内

桜川警察署管内

桜川警察署管内

結城警察署管内

結城警察署管内

常総警察署管内

常総警察署管内

常総警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内

古河警察署管内



(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第23号

平成18年第４回定例会を次のとおり招集する｡

平成18年４月３日

茨城県選挙管理委員会委員長 大 津 晴 也

１ 日 時

平成18年４月10日 (月) 午後４時

２ 場 所

水戸市笠原町978番６

茨城県庁選挙管理委員室

３ 議 題� 八千代土地改良区総代選挙の事務を管理する選挙菅垣委員会の指定について� 平成18年第６回定例会の日程等について� 本委員会職員の任免発令について� 市町村選挙の結果について� 政治団体の設立届出等の状況について� その他

公 告

●○茨城県土地利用基本計画の変更

国土利用計画法 (昭和49年法律第92号) 第９条第１項の規定により, 昭和50年６月10日付けで定めた茨城県土地利

用基本計画の一部を平成18年３月27日付けで変更したので, 同条第14項において準用する同条第13項の規定により,

その要旨を公表する｡

なお, 関係図書は, 茨城県企画部水･土地計画課並びに関係市役所及び村役場において一般の縦覧に供する｡
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氏 名 住 所 活 動 区 域

山 下 進 也

中 川 祐 一

中 村 洋 一

川 井 雅 明

鳥 羽 光 江

中 川 富 男

間根山 圭 一

浦 和 美代子

又 耒 成 人

糟 谷 かつみ

杉 山 正 一

猿島郡境町379

坂東市生子1617

坂東市神田山111－２

取手市新取手３－２－１

取手市東６－16－２

取手市中内1001－２

取手市中内160－３

守谷市乙子473－７

守谷市乙子456

北相馬郡利根町布川454－105

北相馬郡利根町押戸813

境警察署管内

境警察署管内

境警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内

取手警察署管内



平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

変更の要旨

土地利用基本計画図

●○落札者等の公示

次のとおり落札者等について公示します｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量

茨城県病院局院内保育所運営業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

茨城県病院局

茨城県水戸市笠原町978番６

３ 落札を決定した日

平成18年３月３日

４ 落札者の氏名及び住所

株式会社 小学館プロダクション

東京都千代田区神田神保町二丁目30番地

５ 落札金額

年額 76,000,000円 (消費税及び地方消費税抜き額)

６ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

平成18年２月16日

●○茨城県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針の変更

茨城県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針を平成18年３月27日付けで変更したので, 持続性の高い農業

生産方式の導入の促進に関する法律 (平成11年法律第110号) 第３条第４項の規定により公表する｡

なお, 茨城県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針は, 茨城県農林水産部農産課及び各地方総合事務所農

業 (林) 課において一般の閲覧に供する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌
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変更の内容 変更面積 関係市町村名

都市地域の拡大 73ha ひたちなか市, 東海村

森林地域の縮小 ９ha 鹿嶋市, 坂東市



●○県営土地改良事業計画の変更

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条の３第１項の規定に基づき, 県営金谷久保地区土地改良事業 (農林漁

業用揮発油税財源身替農道整備) につき計画を変更したので, 関係書類を次のとおり縦覧に供する｡

なお, この変更計画については, 同法第87条の３で準用する同法第87条第６項の規定に基づき, 縦覧期間満了の日

の翌日から起算して15日以内に茨城県知事に異議申立てをすることができる｡

また, 同法第87条の３で準用する同法第87条第７項の規定による決定に不服がある者は, 同法第87条の３で準用す

る同法第87条第10項の規定に基づき, 茨城県を被告として, 決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に異議申立て決定に対する取消しの訴えを提起することができる｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 縦覧に供する書類

変更後の県営金谷久保地区土地改良事業 (農林漁業用揮発油税財源身替農道整備) 計画書の写し

２ 縦覧の期間

平成18年４月４日から平成18年５月１日まで

３ 縦覧の場所

水戸土地改良事務所

●○地籍調査の成果認証

那珂市, 日立市, 坂東市, 桜川市, 神栖市, 鉾田市の下記地区における地籍調査の成果は, 国土調査法 (昭和26年

法律第180号) 第19条第２項の規定により認証した｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌
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調査を行った者の名称 那珂市, 日立市, 坂東市, 桜川市, 神栖市, 鉾田市

成 果 の 名 称 地籍図及び地籍簿

調 査 を 行 っ た

地 域 及 び 期 間

那珂市下江戸の一部

平成16年12月６日から

平成17年１月31日まで

日立市久慈町４丁目, ５丁目, ６丁目の各一部

平成16年４月12日から

平成17年２月28日まで

坂東市小山の一部

平成16年９月１日から

平成17年２月10日まで

桜川市大字友部の一部

平成16年８月３日から

平成17年２月27日まで

神栖市横瀬の一部

平成16年７月２日から

平成17年２月23日まで



●○都市計画事業の施行者の名称等

取手都市計画公園事業については, 平成18年３月17日付け関東地方整備局告示第102号で都市計画法 (昭和43年法

律第100号) 第63条第１項の規定による認可をした旨告示されたので, 同法第66条の規定により次のとおり公告する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 都市計画事業の種類及び名称

平成３年建設省告示第28号

取手都市計画公園事業

203 北浦川緑地

２ 施行者の名称 茨城県

３ 事務所の所在地

水戸市笠原町978番６

茨城県庁

４ 事業地の所在

収用の部分

変更なし

使用の部分

なし

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

東茨城郡茨城町大字長岡字矢頭4410番１, 同番28

２ 事業主の住所及び氏名

水戸市笠原町976番地の１ (笠原コーポ202号)

小野瀬 将

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿嶋市大字国末字北根1757番６

２ 事業主の住所及び氏名

鹿嶋市大字中字小屋代223番地
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鉾田市安塚の一部

平成16年11月10日から

平成17年２月22日まで

認 証 年 月 日 平成18年３月27日



株式会社 大一工業所

代表取締役 大 園 協 一

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

神栖市神栖三丁目1222番24

２ 事業主の住所及び氏名

神栖市横瀬９番地１

角 田 く ま

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

つくばみらい市小張字新山4009番10

２ 事業主の住所及び氏名

つくばみらい市小張4114番地22

前 田 光 雄

●○道路の位置の指定

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

●○宅地建物取引業者の事務所の所在地の申出

下記業者については, 事務所の所在地を確知できないので, この公告の日から30日以内に, 茨城県知事に対し書面

で事務所の所在地の申出を行ってください｡

なお, 期間内に申出がない場合は, 宅地建物取引業法 (昭和27年法律第176号) 第67条の規定により免許を取り消

します｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 商 号 有限会社山輝プライニング

２ 代 表 者 名 白 山 眞 一

３ 事務所所在地 土浦市小岩田字ほり迎401番１号

４ 免許証番号 茨城県知事 (２) 第5733号

５ 免許年月日 平成15年３月10日
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

鹿総建指令 メートル メートル

第 624 号 平成18年３月27日

株式会社
ミツワ産業
代表取締役
日向寺 守

鹿嶋市大字大小志崎
789番地３

鉾田市汲上字南原山
2419番４

6.20 42.25



●○物品調達等競争入札参加者の資格に関する公示

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成７年政令第372号) 第４条の規定に基づ

き, 平成18年度において茨城県の競争入札の参加資格を得ようとする者の申請方法等について, 次のとおり公示する｡

平成18年４月３日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 業種区分及び調達する物品等又は特定役務の種類

競争入札の参加資格を得ようとする者の業種及び調達する物品等又は特定役務の種類は, 次のとおりとする｡� 物品の製造の請負又は買入れ

01 印刷類：一般印刷, 軽印刷, フォーム印刷, その他

02 文具・事務機器類：文具・事務機器, ＯＡ機器, 用紙, その他

03 家具類：木製家具, スチール家具, 室内装飾, その他

04 車両・船舶類：自動車, オートバイ・自転車, 車両部品・用品, 船舶, 船具・漁具, その他

05 産業機器類：工作機器, 農業機器, 建設機器, その他

06 電気機器類：家電器具, 電機設備, 通信機器, 視聴覚機器, その他

07 精密機器類：理化学機器, 計測機器, 医療機器, 福祉機器, その他

08 雑機器類：消防機器, 厨房機器, その他

09 薬品類：医薬品, 衛生材料, 化学・工業薬品, 農業薬品, その他

10 燃料及び油脂製品類：石油, ＬＰガス, 高圧ガス, その他

11 建設用資材類：工事用資材, 給排水設備用資材, 電気工事用資材, その他

12 趣味・表彰用品類：カメラ, 時計, 記念品・バッチ, スポーツ用品, 楽器, その他

13 繊維・日用品類：被服・繊維, 寝具, 皮革・ゴム製品, 雑貨・金物, その他

14 その他：食品, 広告・看板, 標本・模型, 保安用品, その他� 役務の提供

15 広告・出版・催物：広告代理, テレビ・ラジオ番組, 映像ソフト, 印刷物, 催物, その他

16 建築物の管理�：建築物環境衛生維持管理, 屋内清掃, 屋外清掃, 植栽管理, 警備, その他
17 建築物の管理�：空調設備保守点検, 消防・保安設備保守点検, 浄化槽保守点検, その他
18 施設・設備等の保守管理：上水道処理施設維持管理, 下水道処理施設維持管理, 電気設備保守点検, 通信設

備保守点検, 車両保守点検, その他

19 リース・レンタル：ＯＡ機器, 各種機器, 車両, その他

20 コンピュータ関連サービス：ハードウェア保守管理, システム開発, インターネット業務, データ処理, 専

門人材派遣, その他

21 運送：旅客業, 貨物運送, その他

22 調査・測定・検査：自然環境, 市場調査・計画策定, その他

23 廃棄物処理, 衛生その他環境保護：廃棄物処理, 廃棄物収集運搬, リサイクル, クリーニング, その他

24 その他：調理・給食, 医療事務代行, 旅行代理業, その他

２ 申請の時期

随時受け付ける｡

３ 申請の方法� 申請書の入手方法

茨城県所定の ｢物品調達等競争入札参加資格審査申請書｣ (以下 ｢申請書｣ という｡) は, 次に掲げる交付場所
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において, 競争入札参加資格を得ようとする者に交付する｡ 茨城県出納事務局出納第二課のホームページからダ

ウンロードすることもできる｡

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番６

茨城県出納事務局出納第二課調度担当

電話 029－301－4875 (直通)

アドレス http://www.pref.ibaraki.jp/yoshiki/0902/0902n0010.htm� 申請書の提出方法

申請書に次に掲げる書類を添付して, 上記に掲げる場所に持参又は郵送すること｡ 若しくは, いばらき電子申

請・届出システムにより申請のうえ, 添付書類を郵送すること｡

ア 県税に未納がないことを証する納税証明書 (茨城県に納税義務がある場合に限る｡)

イ 登記事項証明書 (個人にあっては, 市町村長の発行する身分証明書)

ウ 営業に関し許可, 認可等を必要とするときは, これを受けたことを証明する書類

エ 前年度の財務諸表 (個人にあっては, 所得税申告決算書の写し)

オ ＩＳＯ14001の認証を取得しているときは, 当該認証の取得に係る登録証の写し (取得している場合に限る｡)

カ 契約に関し, 営業所等に権限の委任がなされているときは, その旨を証する書類 (茨城県内の事業所に入札

又は契約に関する権限を委任する場合に限る｡)� 申請書等の作成に用いる言語等

ア 申請書及び財務諸表は, 日本語で作成すること｡ なお, その他の書類で外国語で記載のものは, 日本語の訳

文を付記し, 又は添付すること｡

イ 添付書類のうち, 金額欄については, 出納官吏事務規定 (昭和22年大蔵省令第95号) 第16条に規定する外国

貨幣換算率により日本通貨に換算し, 記載すること｡

４ 競争入札に参加することができない者� 令第167条の４第１項に規定する者� 令第167条の４第２項 (令第167条の11第１項において準用する場合を含む｡) の規定により入札に参加させな

いこととされた者で, 同項の期間を経過していない者� 営業に関し, 法令の規定に基づき, 官公署の許可, 認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者� この要項に規定する申請書又は添付書類に虚偽の記載をし, 又は重要な事実について記載をしなかった者� 県税を滞納している者

５ 競争入札参加者の資格及びその審査

競争入札に参加できる者の資格審査は, 次に掲げる事項を審査し, 競争入札参加資格の有無及びその者の発注金

額の標準となる審査数値を決定する｡� 経営規模� 経営比率� 売上高� 営業年数� 環境への配慮

６ 資格審査結果の通知

｢物品調達等競争入札参加資格審査結果通知書｣ により通知 (郵送) する｡

７ 資格の有効期間

資格決定の日から平成20年９月30日までとする｡
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８ 資格の更新手続

有資格者に対し, 有効期間満了前に通知する｡

●○軽油引取税に係る免税証の無効

次の軽油引取税免税証は, 平成17年12月29日以降無効とする｡

平成18年４月３日

茨城県土浦県税事務所長 忽 滑 谷 隆

訓 令

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会委員長訓令第１号

茨城県選挙管理委員会文書の管理に関する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める｡

平成18年４月３日

茨城県選挙管理委員会委員長 大 津 晴 也

茨城県選挙管理委員会文書の管理に関する訓令の一部を改正する訓令

茨城県選挙管理委員会文書の管理に関する訓令 (昭和43年茨城県選挙管理委員会委員長訓令第１号) の一部を次の

ように改正する｡

第１章中第１条の次に次の１条を加える｡

(定義)

第１条の２ この訓令において, 次の各号に掲げる用語の意義は, 当該各号に定めるところによる｡� 電子文書 文書のうち, 電磁的記録 (電子的方式, 磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができ

ない方式で作られた記録をいう｡ 以下同じ｡) であつて電子計算機による情報処理の用に供されるもの (以下

｢電子文書｣ という｡) をいう｡� 総合文書管理システム 文書の収受, 起案, 決裁, 保存その他の文書の管理を総合的に行うための情報処理シ

ステムをいう｡� 決裁 茨城県選挙管理委員会委員長専決規程 (昭和36年茨城県選挙管理委員会規程第３号) 又は茨城県選挙管

理委員会事務決裁に関する訓令 (昭和43年茨城県選挙管理委員会委員長訓令第２号) の規定により, 事案の処理
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用 途 種 類 記号及び番号 枚数 有 効 期 間 販売業者の所在地及び氏名

船 舶

10リットル

C613397

C613400

～

C613418

20枚

平成17年８月27日

～

平成18年２月26日

東茨城郡大洗町港中央12－５

茨城港湾㈱大洗マリーナ

船舶給油取扱所

50リットル

F605172

～

F605179

８枚



について最終的に決定する権限を有する者 (以下 ｢決裁権者｣ という｡) が当該事案の処理内容について最終的

な意思決定を行うことをいう｡� 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため, 決裁を経るべき当該事案を記録し, 又は

記載した文書 (以下 ｢起案文書｣ という｡) をその上司に回付することをいう｡� 合議 決裁に先立ち, 当該事案に関連する事務を所掌する機関の意見又は同意を求める必要がある場合におい

て, 起案文書又はその写しを当該機関に回付することをいう｡� 供閲 当該事案の内容について関係機関の了知を得ておくことが, 事案の処理上便宜であると認められる場合

において, 当該事案に係る決裁が終わつた起案文書 (以下 ｢原議書｣ という｡) 又はその写しを当該関係機関に

回付することをいう｡

第２条第２項中 ｢あたつては｣ を ｢当たつては｣ に改める｡

第３条の見出し中 ｢文書の用紙規格｣ を ｢用紙の規格｣ に改め, 同条第１項中 ｢文書の作成に当たつては｣ を ｢使

用する用紙の規格は｣ に, ｢規格の用紙を用いるのを｣ を ｢規格を｣ に改め, 同条第３項中 ｢あたつて｣ を ｢当たつ

て｣ に, ｢かなづかい等｣ を ｢仮名遣い等｣ に, ｢ペン｣ を ｢ペン書き｣ に, ｢筆記用具を用いて記載し｣ を ｢方法を

用いて記載し, 又は記録し｣ に改め, 同項第２号中 ｢現代かなづかい (昭和21年内閣告示第33号)｣ を ｢現代仮名遣

い (昭和61年内閣告示第１号)｣ に改める｡

第５条第３項第１号中 ｢及び物品 (以下 ｢文書等｣ という｡)｣ を ｢, 小包郵便物及び運送小荷物｣ に改める｡

第６条を次のように改める｡

(簿冊の種別等)

第６条 この訓令により設けなければならない簿冊等の種別及び簿冊等を管理する者は, 次の表のとおりである｡

２ 前項の表に掲げる簿冊は, 毎年４月１目に起こすものとする｡ ただし, 令達番号簿にあつては, この限りでない｡

第７条第１項中 ｢一般文書に｣ を ｢一般文書とに｣ に改める｡

第８条を次のように改める｡

(令達番号及び文書番号)

第８条 令達文書及び一般文書には, 次の各号に定めるところによりそれぞれ, 令達番号又は文書番号を付するもの

とする｡� 令達文書のうち規程, 告示及び訓令 第25条第１号の規定による登録番号を令達番号とし, その番号の前に,

茨城県選挙管理委員会名又は茨城県選挙管理委員会委員長名及び令達文書の種別を冠する｡� 令達文書で前号に掲げるもの以外のもの 第25条第２号の規定による番号を令達番号とし, その番号の前に,
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簿冊等の種別
簿冊等の管理者

名 称 根拠条項

文書収受処理簿 第15条第１項

文書管理主任

金券等収配簿 第15条第４項

令達番号簿 第25条

文書発送簿 第30条

使送簿 第30条

受付印 第15条第１項

処理期限印 第15条第２項

開示・不開示の区分印 第18条第２項

決裁印 第24条第１項



茨城県選挙管理委員会名又は茨城県選挙管理委員会委員長名及び令達文書の種別を冠する｡� 一般文書 第25条第３号の規定による文書番号を文書番号とし, その番号の前に ｢茨選｣ の記号を冠する｡

２ 前項第１号の令達番号は毎年１月１日から, 同項第２号の令達番号及び同項第３号の文書番号は毎年４月１日か

ら, それぞれ付するものとする｡

第９条中 ｢発送日｣ を ｢発送日又は送信日｣ に改める｡

第10条中 ｢公文書は｣ を ｢文書は｣ に, ｢軽易な事務｣ を ｢軽易な内容の文書｣ に改める｡

第11条中 ｢重要なものは, 非常災害時に際していつでも持ち出せるようあらかじめ準備し,｣ を削る｡

第12条中 ｢依頼して文書｣ の次に ｢(電子文書を除く｡)｣ を加え, ｢茨城県文書整理保存規程｣ を ｢茨城県文書等整

理保存規程｣ に改める｡

第14条第１項中 ｢文書等は｣ を ｢文書 (電子文書を除く｡), 小包郵便物及び運送小荷物 (以下 ｢文書等｣ という｡)

は｣ に改め, 同条第２項中 ｢文書｣ を ｢文書等｣ に改める｡

第15条の見出し中 ｢文書｣ を ｢文書等｣ に改め, 同条第１項中 ｢次条に規定する郵便物等を除き, 到達した文書は｣

を ｢委員会に到達した文書等は, 次条に規定する文書を除き｣ に, ｢文書取扱者｣ を ｢文書管理主任｣ に改め, ｢開封

し,｣ の次に ｢又は包装を解くとともに, 開封した文書については｣ を, ｢当該文書の余白に｣ の次に ｢前条第１項の

規定による収受の目付をもつて｣ を, ｢別表｣ の次に ｢印形｣ を加え, 同条第２項中 ｢別表｣ の次に ｢印形｣ を加え,

｢押印し, 処理簿を添え主務係長に配布しなければならない｣ を ｢押印するものとする｣ に改め, 同条第４項中 ｢文

書取扱者｣ を ｢文書管理主任｣ に改め, 同条中第５項を削る｡

第16条の見出し中 ｢文書等｣ を ｢文書｣ に改め, 同条中 ｢次の各号に掲げる文書等｣ を ｢前条第１項の規定により,

次の各号に掲げる文書｣ に, ｢文書取扱者｣ を ｢文書管理主任｣ に改め, 第４号を削る｡

第４章第１節中第16条の次に次の２条を加える｡

(書記長の閲覧)

第16条の２ 文書管理主任は, 委員会に到達した文書について, 第15条の規定による所定の処理をした後, 書記長の

閲覧に供するものとする｡ この場合において, 開封した文書にその封筒を添えることが事案の処理上必要と認めら

れるときは, 当該封筒を添えるものとする｡

(収受文書の配布等)

第16条の３ 書記長は, 前条の規定により閲覧に供された文書について, 処理方針を指示して主務係長に配布するも

のとする｡ この場合において, 特に重要な文書については, 配布する前に委員長の閲覧に供し, 処理方針につい

て指示を受けるものとする｡

第17条の見出し中 ｢文書等｣ を ｢文書｣ に改め, 同条第１項中 ｢第15条第２項｣ を ｢第16条の３第１項｣ に, ｢文

書等｣ を ｢文書｣ に改め, 同条中第２項を削る｡

第４章第１節中第17条の次に次の１条を加える｡

(電子文書の処理)

第17条の２ 電子文書の受信は, 電気通信回線を利用して行うものとする｡

２ 文書管理主任は, 前項の規定により受信した電子文書について, 直ちにこれを開封するものとする｡

３ 文書管理主任は, 前項の規定により開封した電子文書を総合文書管理システムに記録し, 書記長の閲覧に供する

ものとする｡

４ 前３項に定めるもののほか, 電子文書の処理については, 第15条及び前３条の規定の例によるものとする｡

第18条を次のように改める｡

(事案の処理)

第18条 事案の処理は, 総合文書管理システムに処理案を記録し, 決裁を経ることによつて行う｡
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２ 前項の規定にかかわらず, 次の各号に掲げる場合は, それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする｡ こ

の場合においては, 必要に応じ, 決裁を経た後, 速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする｡� 文書を添付する場合 (電子文書に係るものを除く｡ 次条第２項において同じ｡), 総合文書管理システムで決裁

を経ることが不適当な電子文書がある場合又は委員長の決裁を要する場合 総合文書管理システムに記録し, 紙

に出力した起案様式により決裁を経る方法� 起案の様式が電子計算機による業務処理システムにより作成される場合 当該業務処理システムにより紙で出

力した起案様式により決裁を経る方法� 起案の様式が別に定められている場合 定められた様式により決裁を経る方法� 軽易な回答等である場合 当該照会文書等 (電子文書を除く｡) の余白に朱書すること等により決裁を経る方

法 (必要に応じ, 開示・不開示の区分印 (別表印形ひな型第２号の２) を押印し, 所定の事項を記入すること｡)

第19条の見出しを ｢(報告, 連絡等)｣ に改め, 同条中 ｢報告・連絡書 (様式第４号) により｣ を ｢総合文書管理シ

ステムに記録し,｣ に, ｢処理｣ を ｢処置｣ に改め, 同条第１項の次に次の１項を加える｡

２ 前項の規定にかかわらず, 文書を添付する場合又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書が

ある場合は, 総合文書管理システムに記録し, 紙で出力した起案様式により処理することができる｡ この場合にお

いては, 処置した後, 速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする｡

第20条の見出し中 ｢起案用紙による｣ を削り, 同条第１項中 ｢起案用紙による｣ を削り, ｢あたつて｣ を ｢当たつ

て｣ に, ｢記載し｣ を ｢総合文書管理システムに記録し, 又は記載し｣ に改め, 同項第１号中 ｢記載する｣ を ｢記録

する｣ に改め, 同項第４号中 ｢封筒のあて先｣ を ｢送付先｣ に改め, ｢朱書により｣ を削り, 同項第６号中 ｢関係書

類｣ を ｢関係文書｣ に改め, 同項第７号中 ｢添付書類｣ を ｢添付文書 (電子文書を除く｡)｣ に, ｢当該書類の上部に

｢添付｣ と記載した符せん (様式第５号)｣ を ｢必要に応じ当該文書に付せん又は適宜の用紙｣ に改め, 同項中第８号

を削り, 同項第９号中 ｢特別取扱いの欄｣ を ｢総合文書管理システム｣ に, ｢朱書する｣ を ｢記録し, 又は特別取扱

い欄に朱書する｣ に改め, 同号を同項第８号とし, 同条第２項中 ｢起案用紙の上部欄外｣ を ｢総合文書管理システム｣

に, ｢表示を朱書し｣ を ｢事項を記録し｣ に改め, 同項第１号中 ｢ 例 規 ｣ を ｢例規｣ に改め, 同項第２号中

｢ 秘 密 ｣ を ｢秘密｣ に改め, 同項第３号中 ｢ 重 要 ｣ を ｢重要｣ に改め, 同項第４号中 ｢ 県報登載 ｣ を

｢県報登載｣ に改める｡

第21条第２項中 ｢起案文書の結果｣ を ｢起案文書 (総合文書管理システムにより合議を受けた起案文書を除く｡)

の結果｣ に, ｢起案用紙｣ を ｢起案文書｣ に改める｡

第22条第１項中 ｢当該個所｣ を ｢その旨を総合文書管理システムに記録し, 又は当該箇所｣ に改め, 同条第３項中

｢当該意見｣ を ｢当該意見を総合文書管理システムに記録し, 又は当該意見｣ に, ｢符せん又は適宜｣ を ｢付せん若し

くは適宜｣ に, ｢, 又は｣ を ｢, 若しくは｣ に改める｡

第23条中 ｢持ち回り決裁を受け｣ を ｢説明し｣ に改める｡

第24条第１項中 ｢決裁するものとし, 当該決裁の｣ を ｢決裁したとき (総合文書管理システムにより決裁したとき

を除く｡) は, その｣ に, ｢所定の欄｣ を ｢起案様式の左上端｣ に改め, ｢別表｣ の次に ｢印形｣ を加え, 同条第２項

中 ｢前項の場合において, 決裁権者は｣ を ｢決裁権者は, 起案文書を決裁した場合において｣ に, ｢過程において当

該文書に意見が加えられた｣ を ｢過程で当該起案文書に変更が加えられたとき又は意見があつた｣ に改める｡

第25条を次のように改める｡

(原議書の登録)

第25条 原議書のうち, 次の各号に掲げるものは, 当該各号に定めるところにより登録し, 又は記録しなければなら

ない｡� 規程, 告示及び訓令 文書取扱者において令達番号簿 (様式第６号) に登録する｡
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� 訓及び指令 起案者において ｢茨選｣ の記号, 種別及び令達番号を総合文書管理システムに記録する｡� 一般文書で次に掲げるもの以外のもの 起案者において ｢茨選｣ の記号及び文書番号を総合文書管理システム

に記録する｡

ア 郵便はがき (重要なものを除く｡) 及び電報によるもの

イ 内部的なもの

ウ 登録することが不適当であると認められるもの

エ その他内容が軽易なもの

第26条中 ｢了知を得ておくべき者等｣ を ｢了知を得ておくべき者｣ に改める｡

第27条を次のように改める｡

(文書の浄書)

第27条 施行する文書の浄書は, 主務者が行うものとする｡

第28条第１項中 ｢文書には｣ を ｢文書 (電子文書を除く｡) には｣ に改め, 同条第３項中 ｢文書｣ を ｢文書 (電子

文書を除く｡)｣ に改める｡

第29条中 ｢県総務課｣ を ｢県総務部総務課｣ に改め, ｢ただし,｣ の次に ｢運送便によるものにあつては委員会にお

いて発送するものとし,｣ を加え, ｢できる｣ を ｢できるものとする｣ に改める｡

第31条第１項中 ｢県総務課長｣ を ｢県総務部総務課長｣ に改め, 同条中第２項を削る｡

第32条の次に次の１条を加える｡

(委任)

第33条 この訓令に関し必要な事項は, 別に定める｡

別表印形ひな型第３号中 ｢決済印｣ を ｢決裁印｣ に改める｡

様式第３号, 様式第４号及び様式第５号を次のように改める｡

様式第３号 削除

様式第４号 削除

様式第５号 削除

様式第７号を次のように改める｡

様式第７号 削除

付 則

この訓令は, 公布の日から施行する｡
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